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収　　入（万円） 支　　出（万円）

科　　目 予　算　額 収入済額 科　　目 予　算　額 支出済額

国
民
健
康
保
険
鬼
石
病
院
事
業
会
計

収
益
的
収
入
及
び
支
出

病院事業収益 11億7,175 12億0,274 病院事業費用 12億1,170 12億0,091

医業収益 9億7,952 10億0,890 医業費用 11億5,307 11億4,721

医業外収益 1億6,784 1億6,933 医業外費用 2,123 1,970

特別利益 0 0 特別損失 50 0

訪問看護ステー
シ ョ ン 収 益 2,439 2,451

訪問看護ステー
シ ョ ン 費 用 3,590 3,400

予 備 費 100 0
資
本
的
収
入
及
び
支
出

資本的収入 9,871 9,871 資本的支出 1億2,764 1億2,463

企 業 債 2,770 2,770 建設改良費 5,992 5,691
他会計補助金 7,101 7,101

企業債償還金 6,772 6,772固定資産売却代金 0 0

■ 国民健康保険
　 鬼石病院事業会計
　国民健康保険鬼石病院事
業会計も水道事業会計と同
様に独立採算制を基本にし
た経理方式です。

■ 水道事業会計
　水道事業会計は独立採算
制を基本にした民間企業と
同じ経理方式をとる会計で
す。

収　　入（万円）

科　　目 予　算　額 収入済額

水
道
事
業
会
計

収
益
的
収
入
及
び
支
出

水道事業収益 14億0,028         14億7,415

営業収益 12億8,558 13億4,607

営業外収益 １億1,470 １億2,707

特別利益 0 101

資
本
的
収
入
及
び
支
出

資本的収入 3億6,151 3億5,914

企 業 債 1億6,620 1億6,620

出 資 金 7,241 7,241

負 担 金 5,049 4,812

補 助 金 7,241 7,241

固定資産売却代金 0 0

支　　出（万円）

科　　目 予　算　額 支出済額

水道事業費用 12億2,547 11億6,856

営業費用 10億5,107 10億0,952

営業外費用 1億5,829 1億5,829

特別損失 75 75

予 備 費 1,536 0

資本的支出 10億0,609 9億5,200

建設改良費 6億0,902 5億8,493

企業債償還金 3億6,707 3億6,707

予 備 費 3,000 0

会　　計　　名
予　算　額
（万円）

歳　入 歳　出
収入済額
（万円）

収入済率
（％）

支出済額
（万円）

支出済率
（％）

国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定 74億4,004 68億0,744 91.5 68億0,286 91.4

後 期 高 齢 者 医 療 7億3,035 7億2,273 99.0 6億6,093 90.5

介 護 保 険 事 業 勘 定 61億0,770 57億9,277 94.8 54億4,167 89.1

介 護 老 人 保 健 施 設 2億7,216 2億5,169 92.5 2億3,028 84.6
住宅新築資金等貸付事業 481 664 138.0 59 12.3
学 校 給 食 セ ン タ ー 事 業 5億3,955 5億2,583 97.5 4億8,991 90.8

下 水 道 事 業 10億5,234 7億7,912 74.0 7億5,088 71.4

特定地域生活排水処理事業 2,277 1,851 81.3 1,491 65.5

簡 易 水 道 事 業 等 6,889 6,900 100.2 6,054 87.9

三 波 川 財 産 区 196 176 89.8 159 81.1

■ 特別会計
特別の事業における収入
と支出を一般会計と区分し
て処理するものです。
 本市では、国民健康保険
事業勘定をはじめとして
10の特別会計があります。

特別会計および企業会計の状況

   空き地の管理は適正に
これから夏にかけて空き地などでは急激に

雑草が繁茂します。
　適正に管理されていない空き地では、害虫
や火災の発生の他、不法投棄される場合があ
ります。所有者や管理者は、周辺住民の迷惑
にならないよう、定期的に草を刈るなど、適
正に管理を行いましょう。

草の処分

   害虫は早期に防除しましょう
アメリカシトヒロリやチャドクガなどの害

虫に関する相談が増えている他、県内ではク
ビアカツヤカミキリなどの特定外来生物によ
る被害が拡大しています。
　害虫の防除は樹木の管理者の責任で行うこ
とになっており、発生初期の幼虫は枝ごと切
り取り、踏み潰す方法が効果的です。
　そのまま放置していると隣地にも害虫が広
がり、被害が拡大するため定期的に樹木を見
回り、早期駆除を心掛けましょう。
　管理者が適正な対応を行わない場合もある
ため被害を受ける前の自己防衛策も必要です。

　６月５日は「世界環境デー」です。1972年６月に開催された「国
連人間環境会議」を記念し制定されました。日本でもこの日を「環
境の日」、６月を「環境月間」と定め、環境の保全について関心と
理解を深めるとともに、積極的な環境保全に関する活動を行う
意欲を高める日としています。
　市民の皆さんも、環境に配慮した行動を実践しましょう。

問い合わせ　環境課（☎402264）

   不法投棄は犯罪です
　不法投棄は自然環境を破壊し、生活環境を
脅かす重大な犯罪です。「少しだから」「他の
人もやっている」などといって、ごみを捨て
ると廃棄物処理法により懲役または罰金、も
しくはその両方が科せられる場合があります。
一人一人の責
任ある行動で
住みよいきれ
いなまちづく
りをしましょ
う。

   犬や猫によるトラブルが増えています
　犬や猫の愛くるしい姿やしぐさにより癒さ
れる人がいる一方で、無責任な飼育の仕方や
野良猫への餌やり、犬猫のフンの放置などに
より迷惑を被る人もおり、苦情相談が増えて
います。
　犬のフンは必ず持ち帰り、適正に処理をす
るとともに、猫は自宅内でトイレのしつけを
行うようにしましょう。また猫の放し飼いは
交通事故や近所とのトラブル
の原因となるため、できる限
り室内で飼う他、必ず避妊・
去勢手術を行いましょう。

地球温暖化対策のために節電に取り組みましょう
　藤岡市から排出される温室効果ガスのうち約20％は家庭から排出されています。一人
一人が身近にできることから温暖化対策に取り組みましょう。

・衣服を軽装にし、冷房の設定温度（目安28℃）は控えめにしましょう
・一つの部屋に集まって、余計な照明や冷房を切りましょう
・緑のカーテンなどにより室内温度の上昇を抑えましょう
・公共施設や商業施設などの涼しい場所で過ごす「クールシェア」をしましょう

６月は環境月間

身近な環境から美しく

可燃ごみとして指定ごみ袋に入れ、収集所に
出すか清掃センターへ直接搬入してくださ
い。野焼きによる処分はやめましょう。

地
　藤
一人


